
佐県医発第２０４８号(Ｅ) 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ８ 日 

 

    郡市医師会担当理事  殿 

    佐賀県病院協会長  殿 

佐賀県医師会副会長 

（医療勤務環境改善担当） 

 森  永  幸  二 

                           〔 公 印 省 略 〕 

 

医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査の実施について（依頼） 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、日医より、厚労省において、令和６（２０２４）年４月からの医師の時間外労働時間の上

限規制の適用開始に向け、都道府県および病院における準備状況と地域医療提供体制への影響を把

握する調査が実施されることについて、別添※のとおり周知依頼がありました。 

 本調査は、２０２４年度からの新制度の運用開始に向け、厚労省が様々な諸課題を把握・検討す

る材料となり、調査期間は令和４年３月１日から３月３１日までです。 

 つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知下さいますと共に、貴会会員医療機

関への周知及び協力方について、ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、本調査の調査票や留意事項等については、県医務課より、佐賀県医療機関情報・救急医療

情報システム「９９さがネット」のメール一斉通報機能を用いて、３月７日付けで県内の病院に通

知されています。 

 追って、本件については、県医師会ホームページ・メディカルトピックスに掲載すると共に、別

添２にて、病院の開設者・管理者に通知しています。 

 

記 

１ 調査対象 全国の病院 

２ 回答期間 令和４年３月１日～令和４年３月３１日 

３ 回答方法 調査票（Excel ファイル）に回答を入力し、下記 URL から Excel ファイルをアップ

ロードする。 

       ※病院用調査票のアップロード URL：https://jmar.post-survey.com/2022iryo 

 

〔添付資料〕 

１※．日医通知 

２．病院の開設者・管理者宛て通知  

佐賀県医師会事務局 

業務課 担当 佐藤・中山・冨吉 

Ｅ-mail：staff-sato＠saga.med.or.jp 

Tel 0952－37－1414   Fax 0952－37－1434 

 

Ｅ 

 

別添※文書については「都道府県医師会宛て文

書管理システム」から入手して下さい。 



佐県医発第２０４９号(Ｆ) 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ８ 日 

 

 

 

    病院の開設者・管理者  殿 

 

佐賀県医師会副会長 

（医療勤務環境改善） 

 森  永  幸  二 

                           〔 公 印 省 略 〕 

 

 

医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査の実施について（依頼） 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、日医より、厚労省において、令和６（２０２４）年４月からの医師の時間外労働時間の上

限規制の適用開始に向け、都道府県および病院における準備状況と地域医療提供体制への影響を把

握する調査が実施されることについて、周知依頼がありました。 

 本調査は、２０２４年度からの新制度の運用開始に向け、厚労省が様々な諸課題を把握・検討す

る材料となり、調査期間は令和４年３月１日から３月３１日までです。 

 つきましては、貴院におかれましても回答にご協力下さいますよう、お願い申し上げます。 

 なお、本調査の調査票や留意事項等については、県医務課より、佐賀県医療機関情報・救急医療

情報システム「９９さがネット」のメール一斉通報機能を用いて、３月７日付けで県内の病院に通

知されています。 

追って、本件の詳細については、県医師会ホームページ・メディカルトピックスに掲載していま

す。 

 

記 

１ 調査対象 全国の病院 

２ 回答期間 令和４年３月１日～令和４年３月３１日 

３ 回答方法 調査票（Excel ファイル）に回答を入力し、下記 URL から Excel ファイルをアップ

ロードする。 

       ※病院用調査票のアップロード URL：https://jmar.post-survey.com/2022iryo 

 

佐賀県医師会事務局 

業務課 担当 佐藤・中山・冨吉 

Ｅ-mail：staff-sato＠saga.med.or.jp 

Tel 0952－37－1414   Fax 0952－37－1434 



 (健Ⅰ269) 

令和4年3月8日 

都道府県医師会 

医師の働き方担当理事殿 

日本医師会 

常任理事 松本吉郎 

医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査の実施について 

（依頼） 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素、本会医師の働

き方分野に関し種々ご理解・ご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。 

今般、厚生労働省より、令和6（2024）年4月からの医師の時間外労働時

間の上限規制の適用開始に向け、都道府県および病院における準備状況

と地域医療提供体制への影響を把握する調査を行うこととした旨、連絡

がありました。調査期間は令和4年3月1日から3月31日までです。 

本件は2月25日の都道府県医師会事務局長連絡会議においても、本会か

らご説明しております。 

本調査は、2024年度からの新制度の運用開始に向け、厚生労働省が様々

な諸課題を把握・検討する材料になります。各都道府県から貴会に問い合

わせがあった場合には、現在懸念していることをしっかりと伝え、各都道

府県から厚生労働省に適切な回答ができるよう、協力をしていただきま

すよう、お願いいたします。 

また、貴会におかれましては、会員に対し、各医療機関の実態について

しっかりと回答いただくよう、周知もお願いいたします。 

以上 

（公印省略） 



"▼

調査対象

f

0都道府県

地域内の医療機関の施行に向けた準備状況を把握する体制(都

道府県における医師の充足状況の把握方法や医師確保のための検

討の場の設置状況等)と、地域内の各医療機関の対応方針が地域

医療提供体制に与える影響をどのように評価してぃるかを調査す

る。

0病院

全ての病院を対象に、施行に向けた準備状況(院内の医師の労

働時間の把握体制や特例水準の指定取得の意向等)を調査すると

ともに、特に医師(常勤・非常勤問わず)を派遣することで地域

医療を支える役割を担う大学病院等に対して、医師派遣の中止の

可能性について調査する。

調査時期

、 ^

・ 2022年2月~4月

※必要に応じてフォローアップを行う。

調査方法

都道府県、調査対象病院に書面による調査を行う

厚生労働省にて結果を基に評価・検討を行う

査事項

0都道府県

・地域内の医療機関の施行に向けた準備状況を把握する体制

・医療機関に対する支援の体制

・管内で想定される医師派遣の中止による地域医療提供体制への影

響の有無(診療科・地域ごと)

・影響がある場合、生じうる影響の詳細(医療圏、診療領域ごと)

0病院

・院内の医師の労働時間の状況

・宿日直許可の申請・取得状況

・特例水準の指定取得の意向の有無

<特に、医師派遣を行う病院に対して>

・医師派遣の中止の意向の有無

・医師派遣を中止する場合の診療科

・派遣する医師派遣の詳細(人数等)
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事 務 連 絡 

令和４年２月２８日 

（別記団体の長） 殿 

医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査の実施について（依頼） 

医師の働き方改革について、令和６年４月からの医師の時間外労働時間の上限規制等

の適用開始に向け、都道府県及び病院における準備状況を調査するとともに、特に、規

制の適用により見込まれる地域医療提供体制への影響について把握し、必要な地域医療

を確保しつつ医師の働き方改革を進めるための医療機関等への支援のあり方の検討に活

かすことを目的として、下記のとおり都道府県及び病院を対象として医師の働き方改革

に向けた準備状況調査を行うこととした。ついては、別添１「調査の回答方法及び留意

事項」並びに別紙１「本調査の趣旨及び関連する制度について」及び別紙２の調査票の

内容についてご了知の上、貴団体の病院に対して、調査について協力いただけるよう、

貴殿からも依頼いただくようお願いする。 

本調査の回答結果については、上記の目的の他には使用せず、回答について都道府県

（管下の病院の回答のみ。）及び関係省庁を除く外部への提供は行わない（個別の都道

府県又は病院が特定できない形で結果を公表する場合を除く。）。 

記 

・調査対象 都道府県及び病院

・調査実施期間 令和４年３月１日～３月 31 日 
・調査方法 調査票を用いて調査を行う。

調査票の送付方法は、

都道府県：厚生労働省医政局医事課宛てメールで提出

病  院：下記 URL からアップロード 
とする。

※アンケート回答／アップロードに関する留意事項は別添１を参照

都道府県調査票送付先：厚生労働省医政局医事課：hatarakikata01@mhlw.go.jp 
病院用調査票のアップロード URL：https://jmar.post-survey.com/2022iryo 

以上

照会先

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課

医師等医療従事者の働き方改革推進室

電話(代表) ０３－５２５３－１１１１ 
主  査 瀧 翔哉 (内線４４０６) 

越智 敏之 (内線４１９６) 



（別添１）

調査の回答方法及び留意事項（病院）

＜アンケート票への回答について＞

エクセルで作成されているアンケート票に対して、行や列、シートを追加なさら

ないようにお願い致します。

シート名を変更なさらないようにお願い致します。

回答欄以外に入力したり、組み込まれている関数を編集したりすることがないよ

うにお願い致します。

保護されているセルや、非表示にしている列や行を編集なさらないようにお願い

致します。

回答が難しい質問については未回答のままでも提出いただけます。

＜回答済のアンケート票のアップロードについて＞

回答いただいたアンケート票は、以下のファイルアップロードサイトにアクセス

の上、ファイルをアップロードする方法でご提出をお願い致します。

アップロードサイト URL：https://jmar.post-survey.com/2022iryo 
アップロードに関する注意事項をご一読ください。

アンケート票は、エクセルファイルのままご提出ください（PDF ファイルへ

の変換などはお控えください）。

アンケート票のアップロード（ご提出）は 1 回のみでお願い致します。 
複数回のファイルアップロード（ご提出）や、テスト送信はお控えください。

アンケート票ご提出後、ファイルの差し替えはご対応いたしかねます。

＜調査委託先機関＞

株式会社日本能率協会総合研究所 アンケート係

• アップロードができない場合のお問い合わせ先メールアドレス：

marketing@jmar.co.jp
• お電話でのお問い合わせ対応は実施しておりません。ご了承ください。



別記

公益社団法人 日本医師会 会長 殿

公益社団法人 日本精神科病院協会 会長 殿

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長 殿

公益社団法人 全日本病院協会 会長 殿

一般社団法人 日本医療法人協会 会長 殿

一般社団法人 日本病院会 会長 殿

一般社団法人 全国医学部長病院長会議 会長 殿

独立行政法人 国立病院機構 理事長 殿

独立行政法人 地域医療機能推進機構 理事長 殿



事 務 連 絡 

令和４年２月２８日 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査の実施について（依頼） 

医師の働き方改革について、令和６年４月からの医師の時間外労働時間の上限規制等

の適用開始に向け、都道府県及び病院における準備状況を調査するとともに、特に、規

制の適用により見込まれる地域医療提供体制への影響について把握し、必要な地域医療

を確保しつつ医師の働き方改革を進めるための医療機関等への支援のあり方の検討に活

かすことを目的として、下記のとおり都道府県及び病院を対象として医師の働き方改革

に向けた準備状況調査を行うこととした。ついては、貴管下の病院に対して、別添１

「調査の回答方法及び留意事項」並びに別紙１「本調査の趣旨及び関連する制度につい

て」及び別紙２の調査票を送付の上、回答を依頼いただくとともに、別紙３の調査票に

ついて令和４年３月31日までに回答の上、当課までお送りいただくようお願いする。 

本調査の回答結果については、上記の目的の他には使用せず、回答について都道府県

（管下の病院の回答のみ。）及び関係省庁を除く外部への提供は行わない（個別の都道

府県又は病院が特定できない形で結果を公表する場合を除く。）。 

なお、病院からの調査票については当課の委託事業者宛てに送付いただくこととする

が、委託事業者でのとりまとめを行った後に、貴管下の病院の情報について貴殿に提供

することを予定している。その後、貴管下の病院の回答結果及び貴殿からの回答結果を

踏まえて医師の働き方改革に向けた準備状況について厚生労働省から各都道府県にヒア

リングを行うとともに、今後、必要に応じて継続的に調査を行うことを予定しているの

で申し添える。 

記 

・調査対象 都道府県及び病院

・調査実施期間 令和４年３月１日～３月 31 日 
・調査方法  調査票を用いて調査を行う。

調査票の送付方法は、

都道府県：厚生労働省医政局医事課宛てメールで提出

病  院：下記 URL からアップロード 
とする。

※アンケート回答／アップロードに関する留意事項は別添１を参照

都道府県調査票送付先：厚生労働省医政局医事課：hatarakikata01@mhlw.go.jp 
病院用調査票のアップロード URL：https://jmar.post-survey.com/2022iryo 

以上 

照会先

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課

医師等医療従事者の働き方改革推進室

電話(代表) ０３－５２５３－１１１１ 
主  査 瀧 翔哉 (内線４４０６) 

越智 敏之 (内線４１９６) 



（別添１）

調査の回答方法及び留意事項（病院）

＜アンケート票への回答について＞

エクセルで作成されているアンケート票に対して、行や列、シートを追加なさら

ないようにお願い致します。

シート名を変更なさらないようにお願い致します。

回答欄以外に入力したり、組み込まれている関数を編集したりすることがないよ

うにお願い致します。

保護されているセルや、非表示にしている列や行を編集なさらないようにお願い

致します。

回答が難しい質問については未回答のままでも提出いただけます。

＜回答済のアンケート票のアップロードについて＞

回答いただいたアンケート票は、以下のファイルアップロードサイトにアクセス

の上、ファイルをアップロードする方法でご提出をお願い致します。

アップロードサイト URL：https://jmar.post-survey.com/2022iryo 
アップロードに関する注意事項をご一読ください。

アンケート票は、エクセルファイルのままご提出ください（PDF ファイルへ

の変換などはお控えください）。

アンケート票のアップロード（ご提出）は 1 回のみでお願い致します。 
複数回のファイルアップロード（ご提出）や、テスト送信はお控えください。

アンケート票ご提出後、ファイルの差し替えはご対応いたしかねます。

＜調査委託先機関＞

株式会社日本能率協会総合研究所 アンケート係

• アップロードができない場合のお問い合わせ先メールアドレス：

marketing@jmar.co.jp
• お電話でのお問い合わせ対応は実施しておりません。ご了承ください。
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本調査の趣旨及び関連する制度について 

○ この調査は、医師の働き方改革について、2024年４月からの医師の時間外

労働時間の上限規制等の適用開始に向け、医療機関における準備状況を調査

するとともに、特に、規制の適用により見込まれる地域医療提供体制への影

響について把握し、必要な地域医療を確保しつつ医師の働き方改革を進める

ための医療機関等への支援の在り方の検討に活かすことを目的として行う

ものです。 

○ この調査は、各病院の医師の働き方改革への対応状況を個別に任意で伺う

もので、回答結果について都道府県及び関係省庁以外の外部への提供は行い

ません。(個別の病院が特定できない形で回答を公表する場合はあります。) 

○ 貴院における医師の勤務実態や、医師の働き方改革に対する医療機関とし

ての対応方針について、経営・労務管理者としての視点から、病院長、理事

長、事務局長、診療科の教授や医局長（大学の場合）といった管理者の方が

ご回答いただくようお願いします。なお、本調査の回答結果について行政機

関から指導等を行うことなど、上記の目的以外に利用することはありません。 

○ この調査の中で記載のある用語の説明は以下のとおりです。必要に応じて

ご参照ください。 

・医師の時間外労働時間の上限規制 

 2024年４月以降、労働基準法制における勤務医の時間外・休日労働時間の

上限が原則、年間 960 時間となります。医療機関が、地域医療提供体制の確

保等の理由から、年間 960 時間を上回る時間外・休日労働を院内の医師に行

わせることが必要な場合は、その理由に応じ、都道府県知事から「特例水準

対象医療機関」としての指定（いわゆる連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の指定）を医療機

関単位で取得することが必要となります。また、一月の時間外・休日労働時

間の上限は原則 100 時間未満となり、100 時間以上となる場合には医師によ

る面接指導等を行う必要があります。 

・いわゆるＢ水準（地域医療確保暫定特例水準） 

いわゆるＢ水準は、医療機関において、地域医療の確保のためにやむを得

ず医師に年間 960 時間を超える時間外・休日労働をさせる必要がある場合を

対象とした特例水準です。該当する医療機関は、「医師労働時間短縮計画」の

（別紙１） 
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作成などの医師の労働時間短縮のための取組を行い、評価センターから評価

を受けた上で、都道府県にＢ水準の対象医療機関としての指定を申請します。

都道府県からＢ水準の対象医療機関としての指定を受けると、対象となる医

師の労働基準法制における時間外・休日労働時間の上限は、年間 960 時間で

はなく、年間 1,860 時間となります。また、一月の時間外・休日労働時間の

上限は原則 100 時間未満となり、100 時間以上となる場合には医師による面

接指導等を行う必要があります。 

・いわゆる連携Ｂ水準（連携型地域医療確保暫定特例水準） 

いわゆる連携Ｂ水準は、医療機関において、地域医療の確保のために必要

な医師派遣を行っている結果、やむを得ずその医師に年間 960 時間を超える

時間外・休日労働をさせる必要がある場合を対象とした特例水準です。該当

する医療機関は、Ｂ水準と同様に、「医師労働時間短縮計画」の作成などの医

師の労働時間短縮のための取組を行い、評価センターから評価を受けた上で、

都道府県に連携Ｂ水準の対象医療機関としての指定を申請します。都道府県

から連携Ｂ水準の対象医療機関としての指定を受けると、対象となる医師の

労働基準法制における時間外・休日労働時間の上限は、年間 960 時間ではな

く、年間 1,860 時間となります。また、一月の時間外・休日労働時間の上限

は原則 100 時間未満となり、100 時間以上となる場合には医師による面接指

導等を行う必要があります。 

・評価センター 

評価センターは、医療法に基づき設置される一般社団法人で、医療機関に

おける医師の労働時間短縮に向けた取組状況の評価などを行う団体です。医

療機関がＢ水準などの特例水準の指定を都道府県に申請する際は、あらかじ

め、評価センターによる評価を受けることが必要となります。 

・労働時間 

 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用

者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当

たります。例えば、以下の場合は労働時間に当たります。 

 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を

義務付けられた所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連し

た後始末（清掃等）を事業場内において行った時間

 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められ



3 

ており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している

時間（いわゆる「手待時間」） 

 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使

用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価

される時間については労働時間として取り扱うことが必要です。 

 なお、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かについては、当該医師の

経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえて

労働基準監督署等により判断されます。主な研鑽の類型及び考え方を参考に

お示しします。 

・宿日直許可 

本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が

断続的な労働と認められる場合には、行政官庁の許可を受けることにより、

労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。 

医師の宿日直許可の主な要件は以下のとおりです。（実際に申請される場合

には全ての要件をご確認ください。） 

 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。

 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。

 宿日直中に従事する業務は、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時

間の業務に限ること。例えば、以下の業務等をいいます。
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・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等に

よる診察等（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する

指示、確認を行うこと。 

・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例えば非

輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者

の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に

対する指示、確認を行うこと。 

 許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務につい

ては週１回、日直勤務については月１回を限度とすること。

 ※ただし、当該事業場に勤務する 18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるす

べてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場

合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週１回を超える宿直、月１回を超える日直

についても許可して差し支えないこと。 

・医師派遣 

「医師派遣」とは、大学のいわゆる医局の医局長等が、医局に勤務経験のあ

る医師と当該医局の関連病院との調整役となって当該医師を当該関連病院に

勤務させることや、地域医療支援病院においてこれに準じる形で行われるもの

をいいます。 

 医師派遣には、いわゆる「常勤派遣」（一定期間継続して関連病院に常勤で勤

務し、その間、派遣元の病院での勤務を行わないもの）と、いわゆる「非常勤

派遣」（派遣元の病院で勤務しつつ、関連病院に週に数日程度、非常勤で勤務す

るもの）の双方が含まれます。 

  ※労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律（昭和 60 年法律第 88 号）に規定する労働者派遣を指すものではあり

ません。 



（別紙２）

 医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査
提 出 先 ：https://jmar.post-survey.com/2022iryo
問合せ先：marketing@jmar.co.jp

貴院の所在都道府県
貴院名
連絡先 電　話

メール

問１

１．副業・兼業先も含めて概ね把握している
２．副業・兼業先も含めて半数以上の医師について把握している
３．自院での労働時間に限れば概ね把握している
４．自院での労働時間に限れば半数以上の医師について把握している
５．半数未満の医師についてしか把握していない
６．副業・兼業を行う医師がいない

ご回答 　←数字を記入してください

問２

１．いる見込み
２．いない見込み
３．わからない

ご回答 　←数字を記入してください

問２で２又は３を選択した場合はこれ以降の回答は不要です。

問３

１．いる見込み
２．いない見込み
３．わからない

ご回答 　←数字を記入してください

2024年４月以降、貴院で年間の休日・時間外労働時間（兼業・副業先を含む。）が1,860時間を超える医
師がいることが見込まれますか。

副業・兼業先も含めた医師の労働時間を把握していますか。(この調査のために個々の医師に問い合わせ
るのではなく、回答時点で把握できているかどうかをご回答ください。)

2024年４月以降、貴院で年間の休日・時間外労働時間（兼業・副業先を含む。）が960時間を超える医
師がいることが見込まれますか。

X0A0T

病院用調査票

https://jmar.post-survey.com/2022iryo
mailto:marketing@jmar.co.jp


（問３で１と回答した場合）
問４

問５ 宿日直許可を申請しましたか。申請した場合、許可が得られましたか。
１．申請し、許可を取得した
２．申請したが、許可が得られなかった(令和元年７月１日以前に申請)
３．申請したが、許可が得られなかった(令和元年７月１日以後に申請)
４．申請していないが、申請する予定
５．申請しておらず、申請する予定もない

ご回答 　←数字を記入してください

問６

１．知っている
２．知らない

ご回答 　←数字を記入してください

問７ 貴院では、問６の特例水準対象医療機関の指定を受ける意向がありますか。
１．ある
２．ない
３．未定・わからない
４．新型コロナウイルス感染症対応のため検討できていない

ご回答 　←数字を記入してください

（問７で１と回答した場合）
問８

１．知らない
２．令和４年３月まで

回答を入力する   ←クリックして回答を入力してください                                                               

年間時間外・休日労働時間が1,860時間を超える医師（直近３か月の時間外・休日労働時間数が年換算を
した場合に1,860時間を超えるなど、同等の条件を満たす場合でも可）について、診療科等の情報をご回
答ください。

2024年４月以降、勤務医の年間の時間外・休日労働時間の上限が原則960時間となり、地域医療提供体
制の確保等の理由からこれを上回る時間外・休日労働を勤務医に行わせることが必要な場合は、その理
由に応じ、都道府県知事から「特例水準対象医療機関」としての指定（いわゆる連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の
指定）を医療機関単位で取得することが必要となります。このことについてご存じですか。

問６の特例水準対象医療機関の指定を取得する場合、要件として、医療機関内の勤務医の労働時間を短
縮していくための計画案を作成していただくこととなっています。この医師労働時間短縮計画案の作成
要件についてご存じですか。ご存じの場合、いつまでに作成する予定ですか。



３．令和４年９月まで
４．令和５年３月まで
５．令和５年９月まで
６．それ以降
７．未定・わからない
８．新型コロナウイルス感染症対応のため検討できていない

ご回答 　←数字を記入してください

（問７で１と回答した場合）
問９ 問６の特例水準対象医療機関の指定の申請はいつまでに行う予定ですか。

１．受付開始後直ちに
２．令和４年９月まで
３．令和５年３月まで
４．令和５年９月まで
５．それ以降
６．未定・わからない
７．新型コロナウイルス感染症対応のため検討できていない

ご回答 　←数字を記入してください

大学病院、地域医療支援病院以外の病院はこれ以降の回答は不要です
□ ←回答を終了する（大学病院、地域医療支援病院ではない）

問10
１．行っている
２．行っていない

ご回答 　←数字を記入してください

２と回答した場合はこれ以降の回答は不要です

問11

常勤派遣 人 ※数値を入力してください
うち、派遣を中止・削減する人数 人
うち、非常勤とする人数 人

貴院では、医師派遣を行っていますか。

常勤派遣・非常勤派遣をそれぞれ何人、実施していますか。また、そのうち今後、2024年４月からの法
施行に際し（それ以前の時期を含む。以下同じ。）、医師派遣を中止・削減する予定があるのは何人で
すか。



非常勤派遣 人
うち、派遣を中止・削減する人数 人

問12 どの都道府県の医療機関に医師派遣を行っていますか。（複数選択）

北海道 □ 北海道
東北 □ 青森県 □ 岩手県 □ 宮城県 □ 秋田県 □ 山形県 □ 福島県
関東・信越 □ 茨城県 □ 栃木県 □ 群馬県 □ 埼玉県 □ 千葉県 □ 東京都

□ 神奈川県 □ 新潟県 □ 山梨県 □ 長野県
東海・北陸 □ 富山県 □ 石川県 □ 岐阜県 □ 静岡県 □ 愛知県 □ 三重県
近畿 □ 福井県 □ 滋賀県 □ 京都府 □ 大阪府 □ 兵庫県 □ 奈良県

□ 和歌山県
中国・四国 □ 鳥取県 □ 島根県 □ 岡山県 □ 広島県 □ 山口県 □ 徳島県

□ 香川県 □ 愛媛県 □ 高知県
九州・沖縄 □ 福岡県 □ 佐賀県 □ 長崎県 □ 熊本県 □ 大分県 □ 宮崎県

□ 鹿児島県 □ 沖縄県

問13

問14
問15
問13

□ 医師派遣の中止・削減を行う可能性がある診療科はない
□ 把握できていない
該当する診療科がある場合には以下に記入してください

(1) 診療科名 ←具体的な診療科名を記入してください
問14 理由(複数選択)

□ 派遣先の事情で派遣が不要となった
□ 医師の働き方改革への対応
□ 派遣先の症例の不足
□ 医局員の減少
□ 医局員の希望

2024年４月からの法施行に際し、医師派遣の中止・削減を行う可能性がある診療科はどこですか。ま
た、
・診療科ごとの医師派遣の中止・削減を行う可能性がある理由は何ですか。
・診療科ごとの医師派遣の中止・削減先の医療機関の決定に当たっては何を重視しますか。
医師派遣の中止・削減を行う可能性がある診療科がある場合、以下(1)～(5)に具体的に記入してくださ
い。その上で、各診療科について問14，問15にそれぞれご回答ください。
そういった診療かがない場合や把握できていない場合は該当する肢を選択してください。

※常勤派遣の中止・削減とは、派遣人数を減少させることを指します。また、非常勤派遣の中止・削
減とは、派遣人数や派遣日数を減少させることを指します。
※同一の非常勤医師を複数の医療機関に派遣している場合は１人と数えてください。また、週・月当
たりの派遣日数については考慮せず、１人と数えてください。



□ その他
　詳細を記載→

問15 重視する事項(複数選択)
□ 宿日直許可の取得の有無
□ 派遣先との関係性
□ 地域の医療需要
□ 医師個人の希望
□ その他
　詳細を記載→

(2) 診療科名
問14 理由(複数選択)

□ 派遣先の事情で派遣が不要となった
□ 医師の働き方改革への対応
□ 派遣先の症例の不足
□ 医局員の減少
□ 医局員の希望
□ その他
　詳細を記載→

問15 重視する事項(複数選択)
□ 宿日直許可の取得の有無
□ 派遣先との関係性
□ 地域の医療需要
□ 医師個人の希望
□ その他
　詳細を記載→

(3) 診療科名
問14 理由(複数選択)

□ 派遣先の事情で派遣が不要となった
□ 医師の働き方改革への対応
□ 派遣先の症例の不足
□ 医局員の減少
□ 医局員の希望
□ その他
　詳細を記載→

問15 重視する事項(複数選択)
□ 宿日直許可の取得の有無

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------



□ 派遣先との関係性
□ 地域の医療需要
□ 医師個人の希望
□ その他
　詳細を記載→

(4) 診療科名
問14 理由(複数選択)

□ 派遣先の事情で派遣が不要となった
□ 医師の働き方改革への対応
□ 派遣先の症例の不足
□ 医局員の減少
□ 医局員の希望
□ その他
　詳細を記載→

問15 重視する事項(複数選択)
□ 宿日直許可の取得の有無
□ 派遣先との関係性
□ 地域の医療需要
□ 医師個人の希望
□ その他
　詳細を記載→

(5) 診療科名
問14 理由(複数選択)

□ 派遣先の事情で派遣が不要となった
□ 医師の働き方改革への対応
□ 派遣先の症例の不足
□ 医局員の減少
□ 医局員の希望
□ その他
　詳細を記載→

問15 重視する事項(複数選択)
□ 宿日直許可の取得の有無
□ 派遣先との関係性
□ 地域の医療需要
□ 医師個人の希望
□ その他
　詳細を記載→

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------



問16 医師の働き方改革について、国への要望があれば記載してください。
自由記載



年間時間外・休日労働時間（換算値でも可）

うち、自院での
時間数

うち、兼業・副業
先での時間数

（記入例）内科 30代 男 1,920 1,200 720
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

入力終了　←入力後にクリックしてください　　　　　　　　　　　　　　　

通番 診療科
年齢（10
歳刻み）

性別

X1A0T

問４の回答画面



（別紙３）

 医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査

都道府県名
ご担当者様

問１

□ 医療勤務環境改善支援センターによる個別医療機関の相談支援
□ 地域の医療関係者による会議の開催
□ その他

問２

□ 大学や医療機関等とのやりとりの中
□ 地域医療対策協議会等の会議の開催
□ その他

問３

※

※

※

※

□ 寄付講座の設置
□ 医師派遣に関する財政支援

都道府県内における医師派遣の活用による診療科・領域ごとの医師の確保について、どのような取組を
行っていますか。(複数選択)

Ⅰ　地域内の医療機関の施行に向けた準備状況を把握する体制について
都道府県内の医療機関における医師の労働時間の状況や2024年４月からの医師の時間外労働時間の上限
規制の適用開始に向けた医療機関の特例水準の取得の意向について、都道府県においてどのような方法
で把握し、対応を議論していますか。(複数選択)

都道府県内における診療科・領域ごとの医師の充足状況について、どのような方法で把握し、対応を議
論していますか。(複数選択)

医師派遣には、いわゆる「常勤派遣」（一定期間継続して関連病院に常勤で勤務し、その間、派遣元の病
院での勤務を行わないもの）と、いわゆる「非常勤派遣」（派遣元の病院で勤務しつつ、関連病院に週に
数日程度、非常勤で勤務するもの）の双方が含まれます。

「医師派遣」とは、大学のいわゆる医局の医局長等が、医局に勤務経験のある医師と当該医局の関連病院
との調整役となって当該医師を当該関連病院に勤務させることや、地域医療支援病院においてこれに準じ
る形で行われるものをいいます。

医師養成課程を通じた取組（地域枠の医師・医学生への修学資金の貸与、自治医科大学の卒業医師の配置
等）を除きます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）に規
定する労働者派遣を指すものではありません（以下、本調査において同じ。）。

都道府県用調査票



□ その他

問４
※

□ 大学全体と複数の診療科・診療領域について連携する仕組みがある
仕組み:

□ 個別の医局と連携している
□ その他

問５ 県外からの医師派遣はありますか。　 ※現時点で把握している内容をご回答ください。
１．県外からの派遣がある
２．県外からの派遣はない
３．把握していない

回答 ←数字を記入してください

１を選択した場合、医師派遣元の都道府県を全て選択してください。
北海道 □ 北海道 .
東北 □ 青森県 □ 岩手県 □ 宮城県 □ 秋田県 □ 山形県 □ 福島県
関東・信越 □ 茨城県 □ 栃木県 □ 群馬県 □ 埼玉県 □ 千葉県 □ 東京都

□ 神奈川県 □ 新潟県 □ 山梨県 □ 長野県 .
東海・北陸 □ 富山県 □ 石川県 □ 岐阜県 □ 静岡県 □ 愛知県 □ 三重県
近畿 □ 福井県 □ 滋賀県 □ 京都府 □ 大阪府 □ 兵庫県 □ 奈良県

□ 和歌山県 .
中国・四国 □ 鳥取県 □ 島根県 □ 岡山県 □ 広島県 □ 山口県 □ 徳島県

□ 香川県 □ 愛媛県 □ 高知県 .
九州・沖縄 □ 福岡県 □ 佐賀県 □ 長崎県 □ 熊本県 □ 大分県 □ 宮崎県

□ 鹿児島県 □ 沖縄県 .

問６

大学医局と連携する仕組みがありますか。具体的にはどのように連携していますか。(複数選択)

都道府県内で、医師の働き方改革に伴う医師派遣の中止が原因で現状の医療提供体制が維持できなくな
る診療科・診療領域や地域を把握するための取組を行っていますか。

複数の大学と連携しており、大学によって連携の仕組みが異なる場合は、その他に詳細を記載してくださ
い。



１．行っている
２．行っていない
３．今後行う予定

回答 ←数字を記入してください

１又は３を選択した場合、具体的な取組内容をご記載ください。

(問６が１の場合のみ回答)
問７

※
１．維持できなくなる可能性が高い診療科・診療領域・地域がある
２．維持できなくなる可能性がある診療科・診療領域・地域がある
３．維持できなくなる可能性がある診療科・診療領域・地域はない
４．その他

回答 ←数字を記入してください

(問７が１又は２の場合のみ回答)
問８

□ 常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ 常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ 常勤派遣の非常勤派遣化
□ 非常勤派遣の停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ 非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ その他

具体的な医師派遣の中止はどのようなものですか。(複数選択)

１又は２を選択した場合、具体的な診療科・診療領域・地域をご記載ください。
４を選択した場合、その他の内容をご記載ください。

都道府県内で、医師の働き方改革に伴う医師派遣の中止が原因で現状の医療提供体制が維持できなくな
る可能性のある診療科・診療領域や地域がありますか。ある場合、具体的な診療科・診療領域や地域を
ご回答ください。

個別病院単位ではなく、診療科・診療領域や地域単位でみた医療提供体制についてお答えください。



(問７が１又は２の場合のみ回答)
問９

１．行っている
２．行っていない
３．今後行う予定

回答 ←数字を記入してください

１又は３を選択した場合、具体的な取組内容をご記載ください。

(問７が１又は２の場合のみ回答)
問10

１．行っている
２．行っていない
３．今後行う予定

回答 ←数字を記入してください

１又は３を選択した場合、具体的な支援内容をご記載ください。

周産期医療について
問１

１．医療提供が不可能となる（取扱施設が０になる等）

Ⅱ　特定の分野について(医療圏ごとに回答)

医師の働き方改革による地域医療提供体制への影響はどの程度ですか。
※手術実施件数の減少、外来診療の縮小など、周産期医療提供体制全般についてお答えくださ
い。

都道府県内で、医師の働き方改革に伴う医師派遣の中止が原因で現状の医療提供体制が維持できなくな
るおそれのある診療科・診療領域や地域について、支援を行っていますか。

都道府県内で、医師の働き方改革に伴う医師派遣の中止が原因で現状の医療提供体制が維持できなくな
るおそれのある診療科・診療領域や地域について、医師確保のための取組を行っていますか。



２．医療提供体制の大幅な縮小等の影響がある
３．医療提供体制の縮小等の影響がある
４．医療提供体制の若干の縮小等の影響がある
５．医療提供体制に影響はない
６．把握していない

・産科外来について
医療圏 回答 ←数字を記入してください

具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

・分娩の取扱いについて
医療圏 回答 ←数字を記入してください

具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響



回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

・ハイリスク分娩の取扱いについて
医療圏 回答 ←数字を記入してください

具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

問２

１．そうした医師派遣の中止があると認識
２．そうした医師派遣の中止がある可能性があると認識
３．そうした医師派遣の中止はおそらくないと認識
４．そうした医師派遣の中止はないと認識
５．把握していない
６．その他

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

現在から2024年までの間に、医師の働き方改革に伴う地域医療提供体制に著しい影響（※）を
及ぼす医師派遣の中止が起こる可能性について、どのように認識していますか。
※例えば、分娩を取り扱う産婦人科医師、新生児医療を担当する小児科医師等の派遣の中止に
より、医療圏内で当該医療が提供できなくなる場合や、同一圏域内でも一定の距離（車で４０
分以上など）がある医療機関において医療の提供ができなくなる場合。



医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

Ⅱ問２で１又は２と回答した医療圏について
問３ 具体的な医師派遣の中止はどのようなものですか。(複数選択)

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化



□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

小児医療について
問４

１．医療提供が不可能となる（取扱施設が０になる等）
２．医療提供体制の大幅な縮小等の影響がある
３．医療提供体制の縮小等の影響がある
４．医療提供体制の若干の縮小等の影響がある
５．医療提供体制に影響はない
６．把握していない

・外来診療について
医療圏 回答 ←数字を記入してください

具体的影響

医師の働き方改革による地域医療提供体制への影響はどの程度ですか。
※手術実施件数の減少、外来診療の縮小など、小児医療提供体制全般についてお答えくださ
い。



医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

・入院診療について
医療圏 回答 ←数字を記入してください

具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

・小児救急について
医療圏 回答 ←数字を記入してください

具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください



具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

問５

１．そうした医師派遣の中止があると認識
２．そうした医師派遣の中止がある可能性があると認識
３．そうした医師派遣の中止はおそらくないと認識
４．そうした医師派遣の中止はないと認識
５．把握していない
６．その他

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

現在から2024年までの間に、医師の働き方改革に伴う地域医療提供体制に著しい影響（※）を
及ぼす医師派遣の中止が起こる可能性について、どのように認識していますか。
※医療圏内で当該医療が提供できなくなる場合や、同一圏域内でも一定の距離（車で４０分以
上など）がある医療機関において医療の提供ができなくなる場合。



回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

Ⅱ問５で１又は２と回答した医療圏について
問６ 具体的な医師派遣の中止はどのようなものですか。(複数選択)

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他



医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

救急医療について
問７

１．医療提供が不可能となる（取扱施設が０になる等）
２．医療提供体制の大幅な縮小等の影響がある
３．医療提供体制の縮小等の影響がある
４．医療提供体制の若干の縮小等の影響がある
５．医療提供体制に影響はない
６．把握していない

・２次救急について
医療圏 回答 ←数字を記入してください

具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

医師の働き方改革による地域医療提供体制への影響はどの程度ですか。
※救急医療提供体制全般についてお答えください。



・３次救急について
医療圏 回答 ←数字を記入してください

具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

問８

１．そうした医師派遣の中止があると認識
２．そうした医師派遣の中止がある可能性があると認識
３．そうした医師派遣の中止はおそらくないと認識
４．そうした医師派遣の中止はないと認識
５．把握していない
６．その他

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

現在から2024年までの間に、医師の働き方改革に伴う地域医療提供体制に著しい影響（※）を
及ぼす医師派遣の中止が起こる可能性について、どのように認識していますか。
※医療圏内で当該医療が提供できなくなる場合や、同一圏域内でも一定の距離（車で４０分以
上など）がある医療機関において医療の提供ができなくなる場合。



医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

医療圏 回答 ←数字を記入してください
具体的影響

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

Ⅱ問８で１又は２と回答した医療圏について
問９ 具体的な医師派遣の中止はどのようなものですか。(複数選択)

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏



□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

医療圏
□ １．常勤派遣の停止(常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ２．常勤派遣の派遣人数の減少(１の停止を除く)
□ ３．常勤派遣の非常勤派遣化
□ ４．非常勤派遣の派停止(非常勤派遣をする医師の人数を０人にする)
□ ５．非常勤派遣の派遣人数又は派遣日数の減少（４の停止を除く）
□ ６．把握していない
□ ７．その他

回答欄が不足する場合は左の「＋」をクリックしてグループ化を解除してください。

へき地における課題
問10

（自由記述）

その他の診療科、診療領域や地域における課題
問11

（自由記述）

問12 その他、医療圏単位や地域単位、または個別医療機関において、医師の働き方改革に伴う医師派遣の中
止について課題があれば記載してください。
※地域医療において特に重要な役割を果たす医療機関において、派遣元からの医師派遣を得られなくな
り、地域医療に著しい影響が生じるおそれがある等

都道府県内のへき地について、医師の働き方改革に伴う医師派遣の中止によって特に影響のある地域は
ありますか。具体的にどのような影響がありますか。

その他の診療科・診療領域において医師の働き方改革に伴う医師派遣の中止に関する課題があれば記載
してください。



（自由記述）

問１

（自由記述）

問２

（自由記述）

以上で終了です。ありがとうございました。

※新型コロナウイルス感染症の流行により生じた影響があればそれも含めて記載してください。

Ⅲ　その他全般

医師の働き方改革に伴う地域医療提供体制への影響について、上記に記載した以外の課題があれば記載
してください。

医師の働き方改革に関連して、国への要望があれば記載してください。
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